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は  じ  め  に 

  

平成１０年に国全体の年間自殺者数が３万人を超え、平

成１８年に自殺対策基本法が制定されました。国を挙げて

の取り組みにより、自殺者数は減少に転じていますが、い

まなお２万人を超え、現況においても非常事態は続いてい

ます。そのため、平成２８年に法が一部改正され、都道府

県と市町村に自殺対策計画の策定が義務づけられました。

同時に国も新たな自殺総合対策大綱を打ち出し、過労や生

活困窮、育児、介護疲れ、いじめなど「生きることの阻害

要因」を減らす一方、自己肯定感や信頼できる人間関係と

いった「促進要因」を増やし、社会全体で自殺リスクを低

下させることを基本理念に掲げました。 

 

自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得る危機であり、防ぐことのできる社会的な

問題であるという認識のもと、多様な関係者との連携による「生きることの包括的な支援」が求

められることとなりました。 

小千谷市では平成２８年２月に策定した第五次小千谷市総合計画において、「子育てにやさしく

健康長寿で支えあうまちづくり」を基本目標の１つに位置づけ、健康づくりの推進を図っていま

す。とりわけ心の健康づくりの推進するために、これまでも取り組んできた「精神保健対策の充

実」と国を挙げて取り組むこととしている「自殺予防対策の推進」の両輪で施策を進めておりま

す。 

当市においても介護や経済問題など働き盛り世代を中心にその負担は増しており、心に変調を

きたす人が増加しています。孤立を防ぎ、早い段階で相談につながる仕組みが必要です。 

また、様々な要因から発生するストレスへの対処について理解を深めることは、心の健康を保

つうえで重要です。そのためには、正しい知識の普及と身近で声をかけあえるコミュニティの維

持が大切です。 

小千谷市においてもこれらの趣旨を踏まえ、地域の実情に即した自殺対策の取り組みを推進し、

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて「小千谷市自殺対策計画」を策定しまし

た。 

 

今後も、市民の皆様との協働により本計画に基づいて、自殺対策を含めた心の健康づくりに取

り組んでまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたり御尽力いただきました関係者の皆様、アンケート等に御協力い

ただきました市民の皆様に心から御礼を申し上げます。 

 

 

平成３０年３月 

  

                                                 小千谷市長  大 塚 昇 一 
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第１章 計画の策定にあたって  

  

第１節 計画策定の趣旨                                                                

小千谷市における自殺対策は、これまで健康増進計画において「こころの健康」を柱に取組

を推進してきました。また、平成 16 年 10 月 23 日発生の新潟県中越大震災（以下「震災」）後

は、復興に向けた心のケアを中心に支援を継続してきましたが、依然として全国や新潟県の平

均と比べて高い自殺死亡率で推移しています。 

国においては、平成 10 年に年間の自殺者が 3万人を超えて以後、増え続ける自殺者数に対し

て、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて平成 18 年に自殺対策基本法が

制定されました。平成 28 年にはその一部改正法により、地域の実情に即した自殺対策のさらな

る取組の推進が明記され、都道府県と市町村に自殺対策計画の策定が義務づけられました。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでな

く、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが知

られており、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。 

そのため、自殺は防ぐことのできる社会的な問題であるという基本認識のもと、保健、医療、

福祉、教育、労働、その他の関連施策との有機的な連携が図られ、「生きることの包括的な支援」

として実施されることが求められています。 

そのためには、市民一人ひとりが自殺を身近な問題として意識でき、悩みを抱えた人が孤立

せず、相談につながることができる相談支援体制の整備が必要です。 

また、社会環境の複雑化や価値観の多様化の中で日々ストレスを抱えやすく、心の健康を保

つことはとても重要です。ストレスにうまく対処し、心の病気を正しく理解することが心の不

調を早期に発見でき、重症化を防ぐことにつながります。そのためには、自分自身や身近な人

の心の不調に早めに気づき、対処できるよう啓発普及するとともに、身近な地域における気づ

き・見守りの体制を構築する必要があります。 

 

このような状況のなか、小千谷市においてもこれらの趣旨を踏まえ、地域の実情に即した自

殺対策の取組を推進し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現にむけて「小千谷市

自殺対策計画」を策定するものです。 
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第２節  計画の位置づけ  

本計画は、第五次小千谷市総合計画を上位計画とし、関係する各種計画（※）との整合を図

りながら推進する計画です。自殺対策基本法第 13 条第 2 項に基づく市町村計画として、国の

「自殺総合対策大綱」、及び県の「自殺対策計画」の基本的視点をふまえて推進するための目標

を掲げます。 

  （※）関連する計画…健康増進計画、障がい福祉計画、高齢者福祉計画 

 

第３節  計画の期間 

平成 30（西暦 2018）年度から西暦 2024 年度までの 7年間とします。 

  

 

 

第４節  計画の推進体制 

本計画策定にあたっては、学識経験者、医療関係団体及び民間団体の代表者、関係行政機関

の代表者で構成され、市民の総合的な健康づくりの現状や方向性を審議、企画する「小千谷市

健康づくり推進協議会」で検討を進めてきました。計画策定後は同協議会で進行管理を行いま

す。 

また、今までの心の健康づくりや自殺対策の検討にあたり、意見を聴取してきた「いのちと

こころの支援連絡会」においては、今後も取組の報告を行う中で連携を深めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30(西暦

2018)年度

平成31(西暦

2019)年度
西暦2020年度 西暦2021年度 西暦2022年度 西暦2023年度 西暦2024年度

見直し小千谷市自殺対策計画［平成30(西暦2018)年度～西暦2024年度］

小千谷市総合計画［平成28(西暦2016)年度～西暦2025年度］
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 計画の推進体制図 
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庁内連携会議として、

評価・見直しを行う

小千谷市健康づくり推進協議会
北里大学保健衛生専門学院
小千谷市魚沼市医師会
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意 見
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第２章 小千谷市の自殺の現状 

  

第１節 自殺の現状 

自殺者数、自殺死亡率 

１ 自殺者数、自殺死亡率の推移（全国・新潟県との比較）（図表 1） 

○ 平成 27 年の市の自殺者数は、厚生労働省人口動態統計によると 8人です。自殺者数の

推移をみると平成 12 年以降は 20 人を下回り、近年は 15 人以下で推移しています。 

○ 平成 27 年の人口動態統計でみた人口 10 万人あたりの自殺死亡率は 21.9 であり、新潟

県平均 22.0 と比較してほぼ同じとなっています。しかし、今までの推移をみると新潟県

平均を下回ることがなく高い状況が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 性別の自殺者数（全国・新潟県との比較） 

○ 自殺者数の内訳を見ると、男性は女性の 3 倍で、全国や新潟県の平均と比較すると男

性の割合が高くなっています。（内閣府自殺統計 H21-27） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1  自殺者数・自殺死亡率の推移（全国・新潟県との比較）人口動態統計 
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３ 性別・年代別自殺者数（図表 2） 

○ 男性の年代別（10 歳刻み）傾向では、自殺者数が多いのは 30 歳代から 60 歳代です。 

○ 女性の年代別（10 歳刻み）の傾向では、自殺者数と自殺死亡率ともに高いのは 70 歳、

80 歳代以上です。新潟県において 60 歳代以上の女性の自殺者数が多く、女性全体に占

める割合が 59.0%である状況と比較しても、市では 66.7%と新潟県より高い状況です。 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 性別・年代別自殺死亡率の全国･新潟県との比較（図表 3） 

○ 男性の自殺死亡率で高いのは 80 歳代（87.0%）、40 歳代（65.7%）です。全国や新潟県

と比較して 20 ポイント以上開きが大きいのは 30 歳代、10 ポイント以上開きが大きいの

は、40 歳代、60 歳代、70 歳代、80 歳代以上です。 

○ 女性の自殺死亡率で高いのは 70 歳代（35.1）、80 歳以上（28.2）です。全国や新潟県

と比較して 5ポイント以上開きが大きいのは、70 歳代です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 2  性別・年代別自殺者数（H21-27 年）（内閣府自殺統計 H21-27） 

図表 3 性別・年代別自殺死亡率の全国・新潟県との比較（内閣府自殺統計 H21-27） 
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５ 自殺者の職業別（図表 4） 

○ 自殺者の職業を見てみると、多い順に、年金・雇用保険等生活者 34.9%、被雇用・勤め

人 26.7%、自営業・家族従業者 11.6%、その他の無職者 18.6%でした。 

 

 

  

 

６ 自殺者の原因・動機別（図表 5） 

○ 自殺者の原因・動機を 7 つのカテゴリ分類でみると、全国や新潟県に比べて「健康問

題」と「経済・生活問題」が多くなっています。  
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図表 5  自殺の原因・動機別、全国・新潟県との比較（内閣府自殺統計 H21-27） 

図表 4  自殺者の職業別割合:小千谷市（内閣府自殺統計 H21-27） 

小千谷市 
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７ 年代別の死因順位（図表 6） 

   平成 26～28 年の年代別の死因順位をみると、20 歳代から 50 歳代では第 1位から 3位まで

に自殺が入っており、死因に占める割合が高くなっています。（健康センター調べ） 

 

 

      

 

以上のことから、今後さらに自殺対策を進めていくべき年代層は、30 歳～50 歳代の男性と高

齢者であるといえます。また、死因全体に占める自殺の割合が上位である 10 歳代、20 歳代の若

年者においては、予防的な取組により自殺を防いでいく必要があります。 

 

第２節  これまでの取組と評価                                                            

小千谷市の自殺対策においては、以前から精神保健福祉活動において精神疾患を抱えた方や

その家族への支援を中心に、地域生活支援の取組を地域関係者とともに推進してきました。 

震災後は、地域コミュニティの再構築に向けた災害後の心のケアを実施する中で、孤立・自

殺予防のための被災地区での心の健康の健康教育や健康相談、個別の訪問活動等を震災後 10

年にわたり継続し、震災後の自殺対策から復興期の自殺対策として現在の取組へ移行し継続し

ています。日頃からの心の健康づくりの推進においては、平成 21 年度策定の健康増進計画に

おいて「こころの健康」を柱に実施してきました。 

また、平成 22 年度からは新潟県の自殺対策の推進とともに、小千谷市においても新潟県地

域自殺対策強化事業として継続実施し、主に相談窓口の周知、人材養成、ハイリスク者への支

援を実施してきました。関係機関との連携においては「いのちとこころの支援連絡会」（平成

28 年度まではこころの健康づくり連絡会）を組織し、市の自殺の現状や課題の共有、取組の

検討を行っています。 

 

１ 相談窓口の周知・啓発 

  ○ 心の健康相談会について知っている人は 3 人に 1 人と少なく、周知が必要です。 

「精神保健福祉相談会」については、平成 24～26 年には総合相談としての相談会を開催

しましたが、近年の相談申込件数は減少傾向にあります。健康増進計画において「こころ

の健康」についての取組を推進してきましたが、心の健康相談会を知っている人は全体で

31.4%でした。（平成 25 年度の健康づくり意識調査結果） 

近年は、自分自身の心の不調に関する相談件数よりも、家族のアルコール問題やひきこ

もる子どもの相談件数について増加傾向にあり、相談内容が変化している傾向にあります。 

年齢階級

～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

第1位 第2位 第3位

先天奇形、変形及び染色体異常 不慮の事故 -

自殺 - -

心疾患 自殺 不慮の事故

老衰 心疾患 悪性新生物

死因順位

悪性新生物 心疾患 肺炎

悪性新生物 心疾患 肺炎

悪性新生物 自殺 脳血管疾患・肺炎・不慮の事故

悪性新生物 心疾患 自殺

図表 6  年代別の死因順位（小千谷市の死亡順位 H26-28） 
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  ○ 相談につながらない方へのアプローチが必要です。 

震災後、自立支援医療（精神通院）の利用者は年々増加傾向にあるため、悩みを抱え孤

立しがちな方、相談につながらない方へのアプローチが重要といえます。 

    その中で、アルコール問題やひきこもり問題、精神疾患を抱えた方の生活支援など、解

決が困難な問題に対しての個別の支援を継続していく体制が必要です。 

 

２ 人材養成 

  ○ 身近な地域で周りの人の心の不調に気づき、声かけや見守りのできる人を増やすことが

重要です。 

毎年、一般市民や民生委員・児童委員、介護職員等に向けたゲートキーパー養成講座を

開催し、市の自殺の現状を知ってもらい、身近な地域で自殺予防を意識できる人を増やす

取組を継続しています。 

    平成 27 年度からは町内会などの地域で中心となる方に向けた啓発や講座を開始してお

り、今後も地域の見守りの力を広げていく必要があります。 

 

３ ハイリスク者への支援 

○ 自殺のハイリスクとなりうる方への支援により、孤立・自殺を防ぐ取組が必要です。 

1) 自殺未遂者への支援 

     警察庁の統計によると、自殺者のうち自殺未遂歴のある人は 11.6%でした。自殺未遂者

が再び自殺しようとすることによる自殺のリスクは高く、救急病院や消防、精神科医療

との連携が重要です。また、自殺未遂者や家族への個別支援が大切です。 

 

2) 自殺者の遺族への支援 

    自殺者の遺族が抱える苦悩は計り知れないものがあります。周りに自分の思いを話す

ことができずに抱え込んでいる人も少なくありません。現在、遺族への支援については

体制ができておらず、打ち明けてくださった方への限定的な個別の支援にとどまってい

る現状です。身近な人を自殺で亡くした遺族等の数は、自殺で亡くなった人の数倍に及

ぶことから、遺族の心のケアは重要です。 

  

3) 精神疾患を抱えた方への支援 

① 震災以後、精神疾患で治療する人が増加しています。また、高齢化の進展の中で障

がいを抱えた方の親亡き後の不安を訴える声が多く聞かれています。 

   ② うつ病等の心の病気への理解を深め、病気の有無に関わらず地域で安心して生活す

ることができる支えあいが大切です。 

   ③ 平成 27 年度に精神疾患を抱えた方 138 人に対し、グループホームの利用意向を把握

する訪問を実施したところ在宅生活の希望がほとんどでした。また、親亡き後の生活

への不安を感じており、定期的な支援を望む声がありました。 

 

   4) 多量飲酒者への支援 

    ① 震災後の避難所や仮設住宅において、住み慣れない生活環境における精神的な負担

や今後の生活再建への不安から、多量飲酒の問題が顕在化しました。仮設住宅がなく

なるまでの間、半年毎に健康調査を実施して個別に支援を行いました。 

② 悩みを抱えたときのアルコールの多量摂取は、思考を狭め自殺につながるリスクが
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高いといわれています。適正飲酒と休肝日の勧めについて毎年 10 月 25 日号の広報お

ぢやに掲載し、各種保健事業で啓発を行ってきました。 

③ 平成 27 年度より、特定健康診査の受診者における多量飲酒者への個別訪問を開始

し、生活背景の把握と生活習慣病予防対策を合わせた早期からの支援を行っています。 

  

４ 関係機関、庁内関係課との連携 

○ 複数の悩みを抱えた方への相談支援体制が必要です。 

1) 平成 22 年度から関係機関による「いのちとこころの支援連絡会」を毎年開催し、市

の自殺の現状や課題の共有、取組の検討を行ってきました。開催当初は保健医療福祉分

野を中心とした関係者でしたが、教育、労働、消防、警察、民間団体等の関係者に加わ

ってもらい、自殺対策への取組を様々な関係機関に周知、協力体制を推進してきまし

た。しかし、未だ全国や新潟県の平均と比較して自殺死亡率（人口 10 万人あたりの自

殺者数）が高い状況が続いており、今後の「生きる支援」に基づく視点において、関係

機関との連携が不可欠です。 

   2） 経済・生活面の支援については、平成 28 年度より市の直営で生活困窮者自立支援事業

を開始し、生活保護に陥る前の段階での相談や訪問等の支援を行っています。自殺に追

い込まれる人は複数の悩みを抱えているといわれており、相談を受けた段階で抱えてい

る問題を整理し、解決に向けて関係機関と連携した支援ができる体制づくりが重要です。 

 

５ 自殺の現状や自殺予防の普及啓発 

  ○ 市民 1 人ひとりが自殺を身近な問題として意識でき「自殺が誰にでも起こり得る危機」

であることの認識を持つ人を増やすことが必要です。 

1) 市民に向けた自殺の現状の周知については、今まで開催した講演会や人材養成のため

の講座、広報等の中で伝えてきました。平成 27 年度心の健康講演会参加者アンケートの

結果では、アンケートに回答した 164 人のうち市の自殺死亡率が高いことを知っていた

のは 94 人（57.3％）と 2人に 1人にとどまっており、今後は効果的な周知方法の検討が

必要です。（平成 27 年度心の健康講演会参加者アンケート結果） 

2) 震災後の自殺者数は年間 15 人以下です。高齢者においては孤立予防の取組により減少

傾向にありますが、未だ新潟県や全国と比較すると高齢者の自殺死亡率は高く、働き盛

り世代の自殺死亡率も高い状況が続いています。  

 

６ 日頃からの心の健康づくりの啓発 

○ 「ストレスや悩みがあるとき相談する人がいる」割合を増やす取組が必要です。 

1) 日々のストレスにうまく対処し、心の病気を正しく理解することが心の不調を早期に

発見でき、重症化を防ぎます。ストレスや悩みがあるとき相談する人がいる割合は全体

で 7割でしたが男性 68.0%に対し女性 87.2%と男女で差がみられました。また、性別・年

代別では 40 歳代男性が 63.2%と最も低い状況でした。（平成 25 年度健康づくり意識調査

結果） 

2） 職域への取組としては、労務担当者向けの職域メンタルヘルス研修会の隔年実施や希

望のあった事業所への研修会での啓発にとどまっているのが現状です。 

長岡地域振興局健康福祉環境部では、毎年 9 月の自殺予防推進月間や 3 月の自殺対策

強化月間での商工だよりへの啓発リーフレットの入れ込みを行っており、今後も連携し

た取組が必要です。 
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○ 「自分自身の心の不調に気づき、対処できる人を増やす」ことが必要です。 

1) ストレスの解消が十分できている人は全体で 2 割と低く、特に 30～50 歳代では平均

14.8%と働き盛り世代が低い状況でした。（平成 25 年度の健康づくり意識調査結果） 

2) 精神的な安定のために質の良い睡眠は重要です。しかし、市民の中には眠れないまた

は睡眠不足を感じる人も多く、眠るために睡眠薬や精神安定剤、アルコールなどを使う

人が 12%いました。その中で眠るためにアルコールを使う人が 1 番多い状況があり、将

来の依存症予防のための適正飲酒やストレスの対処方法の啓発を各種保健事業で啓発し

てきました。今後は子どもの頃からの心の健康づくりのために、「食べて動いてよく寝よ

う」の生活習慣の確立を啓発していくことが必要です。 

 3） 全国的な職域のメンタルヘルスの取組として、平成 28 年度から 50 人以上の従業員が

いる事業所でのストレスチェック制度が開始されました。50 人未満の事業所も含め、日

頃から心の不調をチェックできる環境づくりが必要です。小出労働基準監督署や商工会

議所と連携し、事業所の現状把握を行いながら取組を進めていく必要があります。 

 

７ 自殺の実態把握 

  ○ 自殺の実態把握を進めていくことにより、地域の実情に応じた生きる支援を進める必要

があります。 

    過去の自殺者の振り返りから自殺につながる背景をつかみ、予防の取組につなげていく

ことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜地区活動を通してみえてきた自殺の実態について＞ 

今までの自殺の実態の振り返りをとおして、平成 18～26 年の状況から把握された要

因は以下のとおりです。 

・精神疾患で治療中の人は全体の約 3割、その中で約 6割がうつ病（抑うつ症状含

む）、約 1割がアルコール依存症で治療していました。 

・独居の人は全体の約 1割おり、そのうち 65 歳未満が約 7割を占めていました。 

・自立支援医療費の申請につながっていない人や市の健診未受診の人が複数いました。 

・無職・休職中の人や、未婚で高齢の親と同居している人、アルコール問題や精神疾患

を抱えているなどの本人自身の状況に加えて、身近な人との死別体験や介護、家族と

の不仲、障がいのある人と同居している、自分自身の病気が見つかり治療しているな

ど、複数のストレスを抱えていることがわかりました。 

・家族に自殺された人がおり、影響を受けていると思われる人がいました。 
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第３章 自殺対策を進めるうえでの基本的な考え方 

 

第１節  基本的な考え方  

小千谷市の自殺の現状及び新潟県における自殺対策の方向性をもとに、次の考え方に基づき

自殺対策を進めます。  

自殺の多い世代や自殺ハイリスク者に対する働きかけを重点的に行い、生きづらさを抱えた

方を支援し、自殺の早期対応と未然防止の体制づくりを行います。   

  

１ 市民一人ひとりが自殺を身近な問題として意識できるよう、自殺対策を進めます。 

市民一人ひとりが心の健康問題や自殺の問題に関心を持ち、日頃から心の健康を保てる

ように取り組みます。 

 

２ 悩みを抱えた方が孤立せず、相談につながることのできる体制づくりを目指します。 

関係機関や庁内関係課の連携により、相談支援体制を整備します。 

自分自身や周りの人の心の不調に気づくことができるよう、家庭や学校、職場、地域に

おいて気づき見守りの理解を深める取組を行います。 

 

３ 生きることの包括的な支援として自殺対策を進めます。 

   自殺に追い込まれようとしている人が思いとどまり、安心して生きられるようになるた

めには、精神保健的な視点での取組だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組

が必要です。 

自殺の要因となりうる生活困窮、児童虐待、配偶者からのＤＶ等の性暴力被害、ひきこ

もり、性的マイノリティ等、生きづらさを抱えた方が暮らしやすい社会の実現に向けて、

それぞれの関連分野の支援にあたる関係者と連携していきます。 

 

４ 対応の段階に応じたレベル毎の取組を進めます。 

   住民の暮らしの場を原点として、「様々な分野における対人支援の強化」、「地域連携の強

化」、「地域連携を促進するために必要な計画等の整備」の 3 レベルで推進すること、自殺

対策における対応の段階に応じたレベルで推進することが重要です。 

（自殺総合対策推進センター資料） 
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第２節  課題の考え方                                                                    

  

１ 自殺の多い世代や自殺ハイリスク者に関する課題  

      

課題１  30 歳代以降の男性の自殺死亡率が全国や新潟県と比べて高い 

目指すべき姿 「自分自身の心の状態を意識でき、ストレスに対処できる人が増える」 

自殺者数の多い働き盛り世代男性の抱える課題を明確にし、支援を行う関係者との連携

により、働き盛り世代に届く相談窓口の周知や自分自身の不調に気づける環境づくりのた

めの対策を進めていく必要があります。  

 

 

課題２  高齢者の自殺死亡率は減っているものの依然として全国や新潟県と比べて高い 

目指すべき姿 「うつ・孤立予防のための地域での見守りの意識が高まる」 

「高齢者が生きがいを持っていきいきと暮らせる」 

高齢者の自殺対策は、震災以降から孤立予防を目的に地域のコミュニティの再構築の支

援を継続してきました。しかし未だ自殺死亡率が高く、取組の継続が必要です。 

高齢期に感じやすい喪失感や社会的な孤独感への対応が必要です。  

 

 

課題３ 若い世代から悩みを抱え込まずに相談できる意識を高めること、切れ目のない支

援のための連携が必要 

目指すべき姿 「からだやこころの悩みを相談できる人が増える」 

若年者の自殺者数は他世代に比べれば少ないものの、死因全体に占める自殺の割合は高

く、家族や学校、社会全体に与える衝撃や負の影響が大きいことから、生涯にわたる自殺

の発生予防のための対策を進めていく必要があります。 

 

 

課題４ 自殺未遂者や自死遺族への支援体制の整備が必要 

目指すべき姿 「支援者の資質向上と相談支援体制の充実により、自殺の再企図が減る」 

自殺未遂者、精神疾患を抱える方に対し、医療との連携による自殺未遂者支援を行い、

精神科医療への利用の促進や一般医と精神科医の連携、医療と地域保健の連携等を推進す

ることが必要です。合わせて、市民への精神疾患に関する正しい知識の啓発を引き続き行

います。 

また、自殺者の家族の心情は計り知れないものがあります。遺族の抱える気持ちを少し

でも軽減していくための支援を進めていく必要があります。 
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２ 生きづらさを抱えた方への支援と自殺の早期対応と未然防止の体制づくりに関する課題  

    

家庭問題、経済問題、生活上の問題等、社会における生きづらさを抱えた方が地域で孤

立することなく、相談につながることができる相談支援体制の整備が必要です。「死にたい

くらいつらい状況」に追い込まれても自ら相談ができない人に対しては、その SOS に気づ

き、どこかにつなぐことのできる人が身近に増えることが重要です。 

そのためには、市民一人ひとりが自殺を身近な問題として認識でき、地域の中でお互い

に声をかけ合い、見守りのできる環境づくりが必要です。 

 

    誰も自殺に追い込まれることない社会の実現のためには、自殺を水際で防ぐ取組だけで

はなく、社会・経済的な視点により自殺の要因となり得る生活困窮や児童虐待、性暴力被

害、ひきこもり等の関連分野においても同様に連携した取組が行われることが必要です。 

 

 

課題１  庁内や関係機関との相談体制の強化による孤立予防の取組が必要 

目指すべき姿 「複数の悩みを抱えた人が孤立せず、必要な相談窓口につながる」 

 

 

課題２  市民への自殺予防に関する意識啓発を進めることが必要 

目指すべき姿 「自殺は身近な問題であり誰にでも起こり得ることと認識する人が増える」 
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第４章  自殺対策の方向性  

 

第１節  自殺の多い世代や自殺ハイリスク者に関する課題への対応 

 

 

 

 

 

 

課題の再確認 

○ 30～50 歳代男性の自殺者全体に占める割合は 37%と全国や新潟県と比較しても多く、職

業別割合では 30、40 歳代男性は被雇用者が半数以上を占めており、働き盛り世代男性が心

の不調に早期に気づき、相談できる環境づくりが必要です。 

○ 40～60 歳代に実施したアンケートでは、特に 40～50 歳代男性は 2 人に 1 人が相談する

ことにためらいを感じると回答しており、働き盛り世代男性が悩みやストレスを感じたと

きに１人で抱え込まずに気軽に相談できる体制づくりが必要です。（平成 29 年度肝炎ウイ

ルス検診受診者 277 人にアンケートを実施） 

○ 自分自身の不調に気づいた時に選ぶ相談先としては、40～60 歳代では精神科や心療内科

の次に、かかりつけ医と回答する割合が高く、40 歳代男性では 2人に 1人が精神科や心療

内科を受診する意識を持っていることから、職場や医療機関と連携した啓発が重要です。

（平成 29 年度肝炎ウイルス検診受診者 277 人にアンケートを実施） 

○ 対策が義務化されていない小規模事業所においては実態が把握できていない状況です。  

  ○ 眠れないときにアルコールを使うと回答する人が若い世代ほど多い状況があること（平

成 25 年度健康づくり意識調査結果）や特定健康診査受診者においては 3合以上の多量飲酒

者は 30～50 歳代の若い世代ほど高い傾向があること（特定健康診査質問票）から、アルコ

ール対策も重要です。 

 

方向性及び目標    

① 市内事業所と連携し、働きざかり世代が日頃から自分自身の心の状態を意識でき、心の

不調に早期に気づける環境づくりを進めます。 

② 働き盛り世代の抱える課題を明確にするため、新潟労働局や小出労働基準監督署等との

情報共有や連携を深めていきます。また、地域の産業保健推進センター（郡市医師会）や

長岡地域振興局健康福祉環境部と連携し、小規模事業所を含めた実態把握と取組の推進を

図ります。 

③ かかりつけ医と連携し、心の不調や心の病気の早期発見につながる啓発と相談窓口の周

知を進めます。 

④ 適正飲酒の啓発と多量飲酒者への個別支援を継続し、アルコール依存症の予防や多量飲

酒による自殺のリスクを減らす取組を継続して行います。 

  

（１） ３０～５０歳代男性に対する支援の方向性 

「自分自身の心の状態を意識でき、ストレスに対処できる人が増える」 

自殺の多い世代や自殺ハイリスク者に関する課題に対応します 



- 17 - 

 

 

 

 

課題の再確認 

○ 自殺死亡率では男性は 80 歳以上、女性は 70 歳代が最も高く、喪失感を感じやすい高齢

者の孤立予防の取組が引き続き重要です。 

○ 高齢者の「死にたくなる気持ち」に対する支援として、自殺の可能性を予見できるよう、

今後も支援者間の連携や資質向上が課題です。 

○ 自殺の原因・動機別では全国や新潟県に比べて「健康問題」の割合が高く、基本チェッ

クリストのうつ予防・支援対象者の判定では、一般の高齢者が 23.4%の該当に対して、要支

援者や要介護認定者では 60.6%と該当割合が高くなっています。（平成 26 年 3 月実施介護

保険日常生活圏域ニーズ調査結果報告書）高齢者の健康面への支援を通して、心の不調や

病気の未然防止や早期発見の取組が重要です。 

○ 地域包括支援センターに寄せられる相談で多いのは「介護保険サービスに関する相談」、

「認知症に関する相談」です。介護者の負担の軽減が必要です。 

○ 震災後の孤立予防、生きがい活動支援として、デイホームを各地区 1 か所以上開設する

取組により介護予防や生きがいづくりに効果を上げてきました。身近な場所でより参加し

やすいよう、デイホームの充実に加え、地域での支えあいの体制の強化が必要です。 

○ 生きがい対策として実施している生涯学習の講座や学級において、高齢者教育の内容で

は男性の参加者は少なく全体の約 3 割です。（平成 28 年度小千谷市生涯学習事業実施記録

集）趣味や日頃の余暇をとおした身近なつながりから、お互いに声をかけ合い、不調に気

づける関係づくりの推進が心の健康においても重要です。 

○ 高齢者施策では、認知症対策をはじめ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしてい

くための地域での支え合いの体制づくり「生活支援体制整備事業」が開始されています。

各町内への啓発を実施し、生活支援コーディネーターの養成に向けて行政や社会福祉協議

会、民生委員・児童委員協議会、各町内の福祉会等の地域役員と協働した取組が必要です。 

 

方向性及び目標                                                  

① 高齢者が住み慣れたところで安心して自立した生活ができる地域づくりのため、介護予

防や就労、生きがいづくり等を支援する関係課と連携を図ります。認知症などの健康問題

や介護の問題への対応が引き続き必要です。 

② 介護支援専門員や民生委員を対象とした研修会等を開催し、高齢者の自殺の実態を周知

し、自殺のリスクアセスメントについての資質向上の機会を継続します。   

③ デイホーム、いきいきサロン、老人クラブ等での介護予防普及啓発事業の機会において、

うつ予防の視点を取り入れていきます。 

④ 高齢者や今後高齢者になる世代に対する生きがい対策を推進し、女性だけではなく男性

の参加を促す取組を検討していきます。 

⑤ 身近な地域のコミュニティにおいてうつ予防や自殺予防の話し合いの機会を設定し、悩

みを抱える高齢者がつらい気持ちを相談できるよう、声かけ、見守りのできる地域づくり

を進めます。 

⑥ 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らしていくための地域における支えあいの体制づ

くりに生活支援コーディネーターは欠かせない存在です。今後、地域で高齢者がいきいき

と暮らしていくために協働した取組を行います。 

（２） 高齢者に対する支援の方向性 

「うつ・孤立予防のための地域での見守りの意識が高まる」 

「高齢者が生きがいを持っていきいきと暮らせる」 
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課題の再確認 

○ 若年者の死亡者数は死因全体における自殺の占める割合は高い状況です。しかし、保健

事業での接点のない人が多く、状況や背景がほとんど掴めていません。 

   ○  若年者の自殺対策は、その後の人生の自殺予防に大きな役割を果たすことからも、学校

現場を通じた心の教育、SOS の出し方を学ぶ機会を作っていくことが必要です。また、子ど

もの頃から「自己肯定感」を高めることで自分の良さを認め、困難を乗り越えていく生き

る力を育てていくことが重要です。 

○ 学校だけにとどまらず、関係機関が連携・協働し、進学や就職等によって途切れること

なく、子どもを支える体制を整えていくことが課題です。  

  

方向性及び目標 

① 学校職員へのゲートキーパー研修会の実施により、教育委員会と連携し、各学校の自殺

予防教育の実践を支援します。 

② 市内中学校の生徒とその保護者に向けて、精神疾患の正しい知識の啓発や相談窓口の周

知を行っていきます。 

③ 高校生や高校卒業後の相談窓口の啓発を行い、途切れない支援に向けた連携を検討して

いきます。 

④ 青少年育成センターの電話・面談相談の実施と関係機関との相談体制を充実します。 

⑤ 子どもを守る地域連絡会の開催により、支援者の連携を図ります。 

⑥ 特別支援教育への理解と支援体制の充実を図ります。 

  ⑦ 子どもの頃から自分を肯定し他人を肯定できるよう、家庭や学校における子どもの心づ

くりを進めます。 

  ⑧ 育てにくさを感じたり、孤立しがちな親への支援とともに、前向きに子育てをしていく

ことができるよう、妊娠期からの途切れのない支援にむけた環境づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

自殺未遂者、精神疾患を抱える方に対し、医療との連携による自殺未遂者支援を行うととも

に、医療と地域保健の連携や一般医と精神科医の連携を推進し、市民への精神疾患に関する正

しい知識の啓発を行っていきます。  

 

自殺未遂者への支援に向けた課題の再確認 

○ 平成 21～27 年の自殺者のうち自殺未遂歴があった人は 11.6%おり、繰り返す自殺未遂

からの自殺を予防するために、救急病院や消防、警察との連携が重要です。 

○ 市内で自損行為（故意に自分自身に傷害等を加えた事故）により救急搬送された人は、

身体疾患や精神疾患を抱えた方が目立ちます。自殺未遂をした人の家族も戸惑い、不安を

抱えています。本人とともに家族の不安軽減も重要な課題です。 

（４） 自殺未遂者や自死遺族、精神疾患を抱える方への支援の方向性 

 「支援者の資質向上と相談支援体制の充実により、自殺の再企図が減る」 

（３） 若年世代への支援の方向性 

「からだやこころの悩みを相談できる人が増える」 
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○ 希死念慮のある方や自殺未遂者への支援にあたっては、支援者が対応に戸惑うことも多

く、抱え込まずに関係者と連携していくことや対応においての資質向上が必要です。 

 

方向性及び目標  

① 自殺未遂者支援に関わる関係機関との連携強化のため、中越地域いのちとこころの支援

センターや救急病院、消防、警察との連携の在り方を検討し、強化します。  

② 自殺のリスクアセスメント研修会を継続し、支援関係者の資質向上を図ります。また、

支援者が抱え込まずに連携して支援していくためにも顔の見える関係づくりを進めます。 

③ 精神疾患で治療中であり過去に自殺未遂歴がある人は、精神的な不安定さから再企図に

つながる可能性があります。窓口での相談対応においては、自殺のリスクの視点を持ち、

複数の悩みを抱えた人への支援において連携した対応を行っていきます。  

④ 遺族の支援として、相談窓口の情報提供やフォロー体制の充実を図ります。 

 

精神疾患を抱える方への支援に向けて課題の再確認 

  ○ 自殺者の中で、精神疾患の治療中だった人は全体の約 3 割おり、その中でも 6 割がうつ

病（抑うつ症状含む）で治療中だったことから、うつ病等の早期発見につながる環境整備

が必要です。かかりつけ医や薬剤師などの医療従事者との連携強化が課題です。 

○  市民のうつ病に関する知識はまだ十分ではなく、引き続き啓発が必要です。 

働き盛り世代の 40～60 歳代に実施したアンケートで、「うつ病のサインを知っていた人」

は 26.7%でした。自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたときに利用したい相談窓口は、

「精神科や診療内科等の医療機関」で 47.7%と最も多く、次に「かかりつけ」26.4%でした。 

「何も利用しない」と答えた方が 7.9%おり、その理由としては、「どれを利用したらよいか

分からない」が 36.4%と最も多く、多い順に「精神的な悩みを話すことに抵抗がある」、「根

本的な問題の解決にはならない」、「お金がかかることは避けたい」等でした。 

（平成 29 年度肝炎ウイルス検診受診者 277 人にアンケートを実施） 

 

方向性及び目標 

① 市民に対してうつ病をはじめとした精神疾患の正しい知識を啓発し、うつ病のサインを

知っている人を増やします。また、自分のうつ病のサインに気づいたときに医療機関に受

診しようと思う人を増やします。 

② 精神的な不調があった場合に、まずは日頃から受診している内科等の一般科に受診する

ことが多いため、かかりつけ医と精神科医の連携が重要です。日頃の医療機関の受診の中

で、うつ病などの精神疾患の知識や相談窓口が目に触れる環境づくりを進めます。 

③ 保健事業だけにとどまらず、あらゆる機会を通じて心と身体の健康づくりの啓発を推進

します。特に、睡眠の大切さや眠れないときにアルコールで対処することなく、早期受診

につながるよう、正しい知識の普及を図ります。 

④ 相談対応にあたる支援関係者においては、複数の問題を抱えて自殺に追い込まれている

人のほとんどがうつ病を発症していることが多いという視点のもと、関係機関と連携して

必要な支援につながるよう努めます。 

⑤ うつ病や統合失調症、アルコールや薬物等の依存症治療においては、精神科医療の充実

と家族や周りの理解は重要です。市民への障がいの理解を深める取組とともに、家族会等

の自主グループへの支援を継続していきます。 
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第２節 生きづらさを抱えた方の支援と相談支援体制の整備 

 

 

 

 

 

 

課題の再確認 

○ 自殺者の状況から、独居世帯は 65 歳未満が多く、健診未受診者や自立支援医療の申請に

つながっていない人が目立ちます。相談につながっていない人への支援が必要です。 

○ 50 歳代の自殺者の職業別割合のうち半数は「その他の無職者」であり、就労につながら

ず経済的な困難を抱えている可能性があります。就労や経済的な悩みを抱えた方が孤立せ

ず、早期に相談につながることで、心の不調や病気を防ぐことが重要です。 

○ 生活困窮者自立相談支援事業での相談内容では、経済的な困窮の他、就労の課題や心身

の不調や障がい、人間関係の問題などが聞かれており、様々な悩みを抱えている状況に対

して関係機関が連携した支援が重要です。 

○ 近年の精神保健福祉相談会の相談内容は、家族のアルコール問題やひきこもる子どもの

相談など、解決が困難な相談内容に変化しており、本人だけでなく家族に対する寄り添う

支援が必要です。 

 

方向性及び目標 

■ 地域の相談支援体制のネットワークの強化【保健福祉課】 

① いのちとこころの支援連絡会を通した関係機関との連携 

② 庁内関係課会議の実施とつなぐシートの活用等による相談対応時の連携 

③ 医療体制の充実に向けた他職種連携研修会の実施 

④ 悩みを抱えた人に届く相談窓口の周知のための民間団体との連携 

  

■ 不登校やひきこもり対策の推進【学校教育課・保健福祉課】 

① 教育センターにおける教育相談の実施 

② 不登校やひきこもりの状態が続く本人、家族への支援 

③ 新潟県地域ひきこもり支援センターや若者サポートステーション、市内相談支援事業

所等の関係機関との切れ目のない支援に向けた連携 

  

■ 生活困窮者への支援【社会福祉課】【市民生活課】 

① 生活困窮者の掘り起こしと本人の状況に応じた支援 

② 生活困窮者支援調整会議を通した個別支援と支援者の連携 

③ ハローワークと連携した就労支援（働く場の提供）の実施 

④ 就労準備支援事業による就労に向けた段階的な支援（社会とつながる機会の提供等）

の実施 

⑤ 多重債務者等への法律相談・消費生活相談による支援と連携 

 

■ 児童虐待や性暴力の被害者への支援【社会福祉課・市民生活課】 

① 要保護児童対策地域協議会を通した支援の必要な家庭へのサポート体制の整備 

② 配偶者からのＤＶ等の性暴力の被害者への支援 

生きづらさを抱えた方を支援し、自殺の早期対応と未然防止の体制づくりを行います 

（１） 支援の方向性① 

  「複数の悩みを抱えた人が孤立せず、必要な相談窓口につながる」 
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■ 産後うつの早期発見と育児不安への支援【保健福祉課】 

① 妊産婦・新生児訪問指導でのチェックリスト実施 

② 子育てこころの相談会の実施 

③ 妊娠期からの医療機関等との連携による育てにくさを感じる親への支援 

 

■ 健診未受診者対策の充実【保健福祉課】 

① 複数の悩みを抱えた人の早期対応と問題解決に向けた関係機関との連携 

 

■ 障がいへの理解促進、障がいのある人とその家族の孤立予防の支援 

【社会福祉課・保健福祉課】 

① 基幹相談支援センター等相談支援体制の強化 

② 社会福祉協議会が実施する小・中・高等学校での福祉教育を推進 

③ 精神障がい者と家族への支援 

 

 

 

 

 

 

 

課題の再確認 

○ 「市の自殺死亡率が全国や新潟県と比較して高い」ことを知っている人が少なく、現状

の周知が必要です。 

○ 自殺の原因・動機別の割合では、「健康問題」、「経済・生活問題」、「家庭問題」の順に多

く、特に全国や新潟県に比べて「健康問題」「経済・生活問題」が高い割合でした。 

また、自殺者の状況では、精神疾患を抱えていた人の中でうつ病で治療中の人が多く、

うつ病の啓発と自殺と関係について、引き続き啓発が必要です。 

  ○ 自分自身から支援を求めることが難しい人への支援が課題です。 

  ○ 自殺は誰もが考える可能性があることとそこから立ち上がることができることを市民が

理解していく取組が必要です。 

  ○ 自殺予防ゲートキーパーは、地域の中で相談につなぐ役割の人を増やすという目的をも

って養成していくことが必要です。 

 

方向性及び目標 

■ 自殺の実態把握【保健福祉課】 

① 人口動態統計による分析 

② 関わりのあった遺族への聞き取りと支援 

 

  ■ 現状や相談窓口の周知及びうつ病等の啓発【保健福祉課】 

① 自殺予防推進月間・強化月間の広報等での市民への周知 

② 市内事業所との連携による、働き盛り世代に届く効果的な取組の推進 

③ 心の健康づくりや心の病気、アルコール依存症等に関するホームページの充実 

④ 精神保健福祉相談会等の相談会や心の健康に関する講座の実施 

⑤ 誰もが自殺を考える可能性があることを市民が意識できる研修機会の充実 

（２） 支援の方向性② 

「自殺は身近な問題であり誰にでも起こり得ることと認識する人が増える」 
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 ■ 気づき・声かけ・見守りのできる人を増やす人材養成と孤立予防【保健福祉課】 

① 市民向けの自殺予防ゲートキーパー養成講座の実施と受講後の心のサポーター（仮称）

への育成支援 

② 保健推進員自主活動でのうつ病・自殺予防の啓発と精神障がい等の理解の促進 

③ 町内の人材を活用した身近な地域における自殺予防の啓発の充実 
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第５章  計画の評価指標（モニタリング）  

  

第１節 計画評価のための指標                                                            

計画の推進における効果の検証のためには、評価指標の設定と評価の仕組みが必要です。自

殺対策の目的は、自殺者数をゼロにする、又は減少させることではありますが、経済情勢をは

じめとした社会の動向に影響を受け変動する自殺者総数のみでは対策の効果は測れません。 

そこで、本計画では自殺者総数の他、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向

けて、悩みを抱え自殺に追い込まれようとしている人や生きづらさを抱えた方が孤立しないた

めに、重点的に行う支援や環境づくりの取組において目指す姿を指標とし設定します。  

 

 

1) 自殺者数及び自殺死亡率     

区分 指標 現状 目標 出典 

① 自殺者数（自殺死亡率） 

 

※5 年毎の平均値を 1 年ずつ移動

させて算出（移動平均） 

平成 28 年 10 人 

（27.7） 

5 年毎の平均値 

10 人 

（平成 24～28 年） 

西暦2021年までに20%、

さらにその数値から西

暦 2024 年までに 20%の

自殺者数の減少を目指

す 

人口動態統計 

 

2) 30～50 歳代男性への取組の進捗状況を示す指標 

区分 指標 現状 目標 出典 

① 30～50 歳代男性自殺者数 

 

平成 23－28 年合計 

27 人 

西暦2018年－西暦2023

年合計 

減少 

内閣府自殺統

計 

２ 「ストレスの解消が十分でき

ている」30～50 歳代の割合 

 

 

30 歳代 16.5% 

40 歳代 13.4% 

50 歳代 14.5% 

（参考）20 歳以上全体 

20.2% 

増加 平成 25 年度小

千谷市健康づ

くり意識調査

結果 

３ 「ストレスや悩みがあるとき

相談する人がいる」 

 

30 歳代 72.9% 

40 歳代 63.2% 

50 歳代 65.4% 

（参考）20 歳以上全体 

男性 68.0%、女性 87.2% 

増加 平成 25 年度小

千谷市健康づ

くり意識調査

結果 

４ 「うつ病のサインを知ってい

る」人の割合 

未把握 
（参考） 

肝炎ウィルス検診受診者

へのアンケート結果 

40 歳代男性 22.8% 

50 歳代男性 18.0% 

30%以上 

 

※県民アンケート結果

29.2%を参考 

 

※今後の聞き

取り調査等で

把握 

５ メンタルヘルスケアに取り組

む事業所の割合 

小出労働基準監督署内

平成 27 年度 90.7％ 

増加 小出労働基準

監督署調べ 

 

  

指標の区分 
成果や結果を示す指標 ○数字で表示･･･①、②、③など 
対策の過程や達成の状況を示す指標･････1、2、3など 
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3) 高齢者への取組の進捗状況を示す指標  

区分 指標 現状 目標 出典 

① 60 歳以上の自殺者数 平成 23－28 年 

11 人 

減少 内閣府自殺統計 

② 70 歳以上の自殺者数 平成 23－28 年 

21 人 

減少 内閣府自殺統計 

３ 町内で心の健康と自殺予防を

テーマに気づき見守りのため

の講座や話し合いを開催した

町内の数 

平成 29 年度まで 

2 町内 

 

西暦 2024 年度までに

全地区 1 回以上 11 町

内以上開催 

健康センター調

べ 

４ 生きがい対応型デイサービス

事業（デイホーム）利用人数 

平成 28 年度 

10 事業所 26 会場 

利用延人員 

20,150 人 

増加 

（西暦 2020 年度 

24,000 人） 

保健福祉課調べ 

５ 介護予防普及啓発事業での 

うつ病予防講座の実施回数 

平成 28 年度 

28 回 

増加 保健福祉課調べ 

６ 生涯学習事業の学級・講座で

「心の健康、いきがい、はり

あい、いのちの大切さ」をテ

ーマにした講座数 

平成 28 年度 

高齢者教育 

8 回 

増加 生涯学習課調べ 

 

 4) 若年者への取組の進捗状況を示す指標 

区分 指標 現状 目標 出典 

① 10 代の自殺者数 0人 平成 28 年 0 人 0 人 人口動態統計 

２ 「からだやこころの悩みを相

談できる人がいる」割合  

平成 28 年度 

全体 73.1% 

増加 市内中学３年生

思春期保健アン

ケート結果 

３ 自己肯定感に関する状況 

「自分にはよいところがあ

る」と回答する児童・生徒の

割合 

平成 29 年度 

小学校 43.3% 

（新潟県 39.0% ） 

（全国 38.6%） 

中学校 27.2% 

（新潟県 29.2% ） 

（全国 28.2%） 

増加 全国学力・学習状

況調査 

４ 「いじめは良くないことだ」

と回答する児童・生徒の割合 

平成 29 年度 

小学校 95.6% 

（新潟県 85.8%） 

（全国 81.2%） 

中学校 76.5% 

（新潟県 79.2%） 

（全国 73.3%） 

増加 全国学力・学習状

況調査 

 

  



- 25 - 

区分 指標 現状 目標 出典 

５ 不登校児童生徒数 

（30 日以上欠席） 

平成 28 年度 

不登校発生率 

（発生人数/児童生徒数）×100 

小学校 0.05% 

（新潟県 0.42%） 

（全国 0.48%） 

中学校 2.76% 

（新潟県 2.83%） 

（全国 3.01%） 

減少 児童生徒の問題

行動・不登校等生

徒指導上の諸課

題に関する調査 

 

６ 

 

 

いじめ重大事案発生件数 いじめ認知件数 

（1,000 人あたり） 

平成 28 年度 

 小学校 7.5 件 

（全国 36.6 件） 

 中学校 15.9 件 

（全国 20.8 件） 

いじめ重大事案発

生件数 0件 

児童生徒の問題

行動・不登校等生

徒指導上の諸課

題に関する調査 

 

 

 5) 自殺未遂者への取組の進捗状況を示す指標 

区分 指標 現状 目標 出典 

① 自殺未遂歴のある自殺者 平成 23-28 年合計 

7 人 

 

平成 30(西暦 2018)－

西暦 2023 年合計 

4 人 

 

警察庁統計 

② 自損行為者の救急対応件数 平成 28 年度 24 人 

 

減少 

 

消防署調べ 

３ 自殺リスクアセスメント研修

会参加者(支援者)による評価 

■支援者の理解度 

・「自殺リスクの理解が深まり今後

活用したい」と回答した割合 

・「自殺を実行する計画の有無を尋

ねることの大切さが理解できた」

と回答した割合 

■支援者の今後の対応に関する自

信 

・「今後の支援では、自殺の計画の

有無を確認して対応したい」と回

答した割合 

未把握 

 

 

 

 

 

 

 

※今後のリスクアセス

メント研修会でのアン

ケートで把握 

増加 健康センター

調べ 
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6) 精神疾患を抱える方への取組の進捗状況を示す指標 

区分 指標 現状 目標 出典 

１ 「ストレスや悩みがあるとき

相談する人がいる」人の割合 

 

 

平成 25 年度 

男性 68.0% 

女性 87.2% 

増加 

 

※平成 30（西暦 2018）

年度に調査を実施 

平成 25 年度小

千谷市健康づ

くり意識調査

結果 

２ 心の相談窓口の周知に取り組

む市内医療機関数 

未把握 

※今後の聞き取りで把握 

100% 健康センター

調べ 

３ 医療機関の連携体制の評価 

市内一般科から市内精神科へ

の紹介件数 

未把握 

※今後の聞き取りで把握 

増加 健康センター

調べ 

 

 7) 様々な他の取組の進捗状況を示す指標 

  ① 「心の健康づくり」につながる指標 ※健康増進計画「こころの健康」の指標 

区分 指標 現状 目標 出典 

１ 「心の健康相談会を知ってい

る」人の割合 

平成 25 年 31.4% 

※平成 30 年度見直し 

増加 

 

平成 25 年度小

千谷市健康づ

くり意識調査 

２ 「眠るためにアルコールを使

う」人の割合  

平成 25 年度 11.5% 

※飲酒者のうちアルコー

ルを使って眠る人の割合

を算出 

※平成 30 年度見直し 

減少 

 

平成 25 年度小

千谷市健康づ

くり意識調査 

３ 適正飲酒のための評価① 

・特定健康診査で飲酒量 3 合

以上の受診者の割合 

平成 26 年度 1.3% 

 

減少 国民健康保険

連合会データ

ベース 

４ 適正飲酒のための評価② 

・特定健康診査で毎日飲酒す

る人の割合 

平成 26 年度 30.2% 

 

 

減少 国民健康保険

連合会データ

ベース 

   

② その他の指標 

区分 指標 現状 目標 出典 

１ 妊産婦のうち、相談相手がい

る人の割合 

平成 27 年度 

妊婦 96% 産婦 97% 

増加 健康センター

妊産婦新生児

訪問結果 

２ 産後うつ質問票エジンバラで

の 9点以上高得点者の割合 

平成 28 年度 12% 減少 健康センター

調べ 

３ ハローワークと連携した就労

支援 

平成 28 年度 

支援要請 26 人 

就労決定者数 21 人 

増加 社会福祉課調

べ 

４ 就労準備支援事業の利用者の

うち、就労につながった人数 

平成 28 年度 

事業参加者数 20 人 

就労等決定者数 6人 

増加 社会福祉課調

べ 
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区分 指標 現状 目標 出典 

５ 自殺予防ゲートキーパー養成

講座の受講者数 

平成 29 年度まで 

延べ 53 人 

増加 健康センター

調べ 

６ 自殺予防ゲートキーパー養成

講座受講後の意識・行動変化 

・声かけ・見守りを意識している

人の割合 

・相談先につなげることができた

人の割合 

未把握 

 

※今年度冬場のフォロ

ーアップ講座で把握 

増加 健康センター

調べ 

７ 心のサポーター（仮）登録者 

※自殺予防ゲートキーパー養成講

座受講後の自殺対策への協力者数 

平成 29 年度 15 人 増加 健康センター

調べ 

８ 「自殺は誰でも起こり得るこ

と」と認識している人の割合 

未把握 

※今後の聞き取りで把握 

増加 健康センター

調べ 

９ 「うつ病は誰でもかかる可能

性がある心の病気」と認識し

ている人の割合 

未把握 

※今後の聞き取りで把握 

80％ 

※健康にいがた 21 平

成 25 年度結果 74.0%

を参考 

健康センター

調べ 

１０ 相談支援体制の推進の指標 

「以前より連携が進んだ」と

感じた関係者の割合 

・いのちとこころの支援連絡会構成員 

・庁内関係課職員 

未把握 

※今年度中の関係者への

聞き取りで把握 

増加 健康センター

調べ 

 

 

第２節  計画の推進体制及び評価の仕組み  

 

○  行政による取組のほか、市民一人ひとりをはじめ、保健医療福祉関係者、教育・労働機

関、警察･消防、ボランティアや民間の団体、司法機関、マスコミなど官民関係者が協働し

対策に取り組むことで、計画を推進します。  

 

○  指標については、庁内関係課会議やいのちとこころの支援連絡会等の場において定期的

に評価検討します。健康づくり推進協議会に報告して進捗状況を共有し、必要に応じて計

画の見直しを行なっていきます。 
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資  料  編  
 

 

 

１  自殺対策基本法 

 

 

２ 自殺対策の経緯 

 

 

３  小千谷市自殺対策計画策定の経過 

 

 

４  小千谷市における自殺対策の取組（自殺対策大綱の重点施策の項目ごと） 

 

 

５ 小千谷市健康づくり推進協議会委員名簿 

 

 

６ 小千谷市いのちとこころの支援連絡会構成員名簿 
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１ 自殺対策基本法  

（平成十八年六月二十一日法律第八十五号）  

最終改正：平成二八年三月三〇日法律第一一号  

第一章  総則    

（目的）    

第一条  この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況

にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが

重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体

等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策

を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって

国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念）    

第二条  自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として

尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、

その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充

実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々

な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

３  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に

精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。 

４  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未

遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。 

５  自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総

合的に実施されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条  国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。    

２  地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状

況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。    

３  国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助

を行うものとする。    

（事業主の責務）    

第四条  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する

労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。    

（国民の責務）    

第五条  国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深

めるよう努めるものとする。    

（国民の理解の増進）    

第六条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解

を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。    

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）    

第七条  国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総

合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。    
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２  自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。    

３  国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それ

にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。    

４  国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものと

し、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事

業を実施するよう努めるものとする。    

（関係者の連携協力）    

第八条  国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法  （昭和二十二年法律第二十六

号）第一条 に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及

び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の

総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。    

（名誉及び生活の平穏への配慮）    

第九条  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉

及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければ

ならない。    

（法制上の措置等）    

第十条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置

を講じなければならない。    

（年次報告）    

第十一条  政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告

書を提出しなければならない。 

 

第二章  自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等    

（自殺総合対策大綱）    

第十二条  政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大

綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めなければな

らない。    

（都道府県自殺対策計画等）    

第十三条  都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内に

おける自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定

めるものとする。    

２  市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該

市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）

を定めるものとする。    

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）    

第十四条  国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応

じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町

村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事

項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することが

できる。    

 

第三章  基本的施策    

（調査研究等の推進及び体制の整備）    

第十五条  国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の実
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態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺

対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用

を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理

及び提供を行うものとする。    

２  国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を行

うものとする。    

（人材の確保等）    

第十六条  国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、自

殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。    

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）    

第十七条  国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る教

育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保

持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。    

２  国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たって

は、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。    

３  学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図

りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し

合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心

理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学

校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。    

（医療提供体制の整備）    

第十八条  国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれ

がある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に

関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環

境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診

療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う

医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行う

その他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要

な施策を講ずるものとする。    

（自殺発生回避のための体制の整備等）    

第十九条  国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自

殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとす

る。    

（自殺未遂者等の支援）    

第二十条  国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等

への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。    

（自殺者の親族等の支援）    

第二十一条  国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼ

す深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講

ずるものとする。    

（民間団体の活動の支援）    

第二十二条  国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に

関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。    
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第四章  自殺総合対策会議等    

（設置及び所掌事務）    

第二十三条  厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置

く。    

２  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。    

一  自殺総合対策大綱の案を作成すること。    

二  自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。    

三  前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実

施を推進すること。    

（会議の組織等）    

第二十四条  会議は、会長及び委員をもって組織する。    

２  会長は、厚生労働大臣をもって充てる。    

３  委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大

臣が指定する者をもって充てる。    

４  会議に、幹事を置く。    

５  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。    

６  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。    

７  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。    

（必要な組織の整備）    

第二十五条  前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整

備を図るものとする。    

  

附  則    

（施行期日）  

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。    

  

附  則  （平成二七年九月一一日法律第六六号）  抄    

（施行期日）  

第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。    

一  附則第七条の規定  公布の日    

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置）  

第六条  この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一

項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基

本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するも

のとする。    

（政令への委任）  

第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。    

  

附  則  （平成二八年三月三〇日法律第一一号）  抄    

（施行期日）  

１  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。    
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２ 自殺対策の経緯 

 

○平成 8年     ＷＨＯ（世界保健機関）「自殺予防のためのガイドライン」公表 

 

○平成 12 年 3 月  「健康日本 21」の中で自殺予防に取り組む 

 

○平成 14 年 12 月  厚生労働省自殺防止対策有識者懇談会で「自殺予防に向けての提言」 

報告 

 

○平成 17 年７月  参議院厚生労働委委員会「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進

を求める決議」 

 

○平成 18 年 6 月  「自殺対策基本法」成立（議員立法、10 月施行） 

 

○平成 19 年 4 月  内閣府自殺対策推進室設置 

 

○平成 19 年 6 月  「自殺総合対策大綱」閣議決定 

 

○平成 21 年度～  地域自殺対策緊急強化基金の設置 

 

○平成 21 年 5 月  平成 21 年度第 1次補正予算「地域自殺対策緊急強化基金」設置 

 

○平成 24 年 8 月  「自殺総合対策大綱」の見直し（閣議決定） 

 

○平成 28 年 3 月  「自殺対策基本法一部改正法」成立（議員立法、4月施行） 

 

○平成 28 年 4 月  自殺対策が内閣府から厚生労働省に移管 

自殺総合対策推進センターとして機能強化 

○平成 29 年 7 月  新たな「自殺総合対策大綱」閣議決定 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自殺総合対策大綱の概要 

◆基本理念：「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現をめざす」 

       自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きること

の促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる 

◆基本認識：「自殺はその多くが追い込まれた末の死」 

「自殺はその多くが防ぐことができる社会的な問題」 

「自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い」 

◆数値目標：「西暦 2026 年までに自殺死亡率を平成 27(西暦 2015)年と比べて 30％以上減少

させる」 
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３ 小千谷市自殺対策計画策定の経過 

 

年月日 会議名等 内容等 

平成２９年 ５月１８日 第１回健康づくり推進協議会  

平成２９年 ６月 ７日 第１回自殺対策関係課会議  

平成２９年 ８月 １日 第２回自殺対策関係課会議  

平成２９年 ８月２３日 第１回いのちとこころの支援連絡会  

平成２９年１０月２５日 第２回いのちとこころの支援連絡会  

平成２９年１１月 ９日 第２回健康づくり推進協議会  

平成２９年１１月２４日 第３回自殺対策関係課会議  

平成２９年１２月１４日 第３回健康づくり推進協議会  

平成２９年１２月２５日 

～ 

平成３０年 １月２５日 

パブリックコメント募集 
広報おぢや 

市ホームページ 

平成３０年 １月３１日 第３回いのちとこころの支援連絡会 

パブリックコメントに対

する市の考え方について

意見聴取 

平成３０年 ２月１３日 

     ～２月２６日 

（書面表決期間） 

第４回健康づくり推進協議会 

（書面表決による実施） 

パブリックコメントに対

する市の考え方について

審議 
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４ 小千谷市における自殺対策の取組 
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５ 小千谷市健康づくり推進協議会委員名簿（任期：平成 29～30 年度） 

 

（敬称略） 

所属 職名 氏名 

北里大学保健衛生専門学院 教 員 佐 藤 美恵子 

小千谷市魚沼市医師会     
代 表 

(北村医院院長) 
北 村 雄 大 

小千谷北魚沼歯科医師会 
代 表   

(木村歯科医院) 
木 村 義 和 

越後おぢや農業協同組合 経済部生活福祉課長 山 賀 知 子 

小千谷商工会議所 総務課長 小 林 加代子 

中越食品衛生協会小千谷支部 
部 長 

（たかのスーパー） 
高 橋 盛 一 

小千谷栄養士会 

 

代 表 

（厚生連小千谷総合病院） 
馬 場 優 子 

小千谷市衛生班長連絡協議会 会 長 阿 部 守 男 

小千谷市体育協会 会 長 吉 原 正 幸 

小千谷市保健推進員協議会 会 長 佐 藤 壽 子 

小千谷市薬剤師会 
代 表 

(やますけ調剤薬局片貝店) 
山 口 慎 弥 

小千谷市食生活改善推進委員協議会 会 長 大 渕 明 子 

農業生産者団体 

 

代 表 

(農楽 会長) 
金 箱 孝 司 

幼稚園・保育園ＰＴＡ 

 

代表 

（東保育園保護者の会） 
片 岡 史 子 

長岡地域振興局健康福祉環境部  

 

部長 

(長岡保健所長) 
片 桐 幹 雄 
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６ 小千谷市いのちとこころの支援連絡会構成員名簿（平成２９年度） 

 

（敬称略） 

所属 職名 氏名 

山下メンタルクリニック 院 長 山 下 正 廣 

ＪＡ新潟厚生連小千谷総合病院 心療内科看護師 目 崎 友 美 

小千谷商工会議所 総務課長 小 林 加代子 

特定非営利活動法人 

おぢや元気プロジェクト 
理事長 若 林 和 枝 

小千谷警察署 生活安全係主任 松 田  英 男 

小千谷市社会福祉協議会 地域福祉係長 羽 鳥 成 彰 

小千谷市民生・児童委員協議会 民生・児童委員 田 中 隆 治 

小千谷市障がい者基幹相談支援センター 相談支援専門員 三 浦  昌 大 

小千谷市保健推進員協議会 会 長 佐 藤 壽 子 

新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部 主 任 目 黒 里江子 

小千谷市消防本部警防課救急係 救急係長 渡 辺 裕 伸 

小千谷市学校教育課 
参 事 

（管理・指導主事） 
関 澤 明 浩 

小千谷市生涯学習課 

（青少年育成センター） 
センター長 関   昌 子 

小千谷市地域包括支援センター 看護職員 遠 間 智 子 
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７ 小千谷市の各種相談窓口一覧. 
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電 話   ０２５８－８３－３６４０ 

ＦＡＸ   ０２５８－８２－８９６４ 


